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【公表番号】特表2015-513703(P2015-513703A)
【公表日】平成27年5月14日(2015.5.14)
【年通号数】公開・登録公報2015-032
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【国際特許分類】
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   Ｇ０１Ｎ  21/956    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ    1/84     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月7日(2016.3.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リソグラフィ上顕著な欠陥を識別するためにフォトリソグラフィマスクを検査するため
の方法であって、
　複数の印刷可能特徴および複数の非印刷可能特徴を含むマスクであって、リソグラフィ
システムを使用して前記印刷可能特徴の基板上へのリソグラフィ転写を達成するように構
成される、マスクを提供することと、
　１つ以上の検査システムにより、前記マスクの透過像および反射像を生成することと、
　前記１つ以上の検査システムによって導入される雑音を低減するために、前記透過像お
よび反射像に基づいて帯域限定スポット像を構築することと、
　前記帯域限定スポット像に基づき、前記非印刷可能特徴のための非印刷可能特徴地図お
よび前記印刷可能特徴のための印刷可能特徴地図を生成することと、
　そのようなマスク上の欠陥を検出するために前記マスクの１つ以上の試験像を分析する
ことであって、欠陥検出の感度レベルが、前記非印刷可能特徴地図によって定義されない
前記１つ以上の試験像の区域と比較して、前記非印刷可能特徴地図によって定義される前
記１つ以上の試験像の区域において低減される、分析することと、を含む、方法。
【請求項２】
　マスク像に細線化プロセスを実施して骨格像を生成することと、
　線幅をどこで測定するかを判定するために前記骨格像を使用して、前記マスク像内のそ
のような線幅を測定することと、をさらに含み、
　前記測定された線幅を使用して、それぞれ指定されたしきい値未満またはそれと等しい
またはそれより上である測定された線幅間を区別することによって、前記非印刷可能およ
び印刷可能特徴地図を生成する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記帯域限定スポット像を構築することが、選択された係数で前記反射および透過像を
線形方程式に結合して、高周波期間を互いに取り消し合うようにすることによって達成さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　校正データを使用して前記スポット像を処理して、前記スポット像からさらなる光学的
収差を除去することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　事前定義しきい値より低い測定された線幅を有する各特徴は、そのような特徴が、前記
事前定義しきい値以上の測定された線幅を有する別の特徴に対する事前定義距離以内であ
る場合のみ、前記非印刷可能特徴地図内に含まれる、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記スポット像をマスク像に復元することにより、ぼけ除去された前記マスク像および
前記マスクのより本当の像を得る、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ以上の試験像の前記分析は、前記１つ以上の試験像を、前記マスクを製作する
ための設計データベースから取得される参照像と比較することによって達成される、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ以上の試験像の前記分析は、前記１つ以上の試験像を参照ダイから取得される
参照像と比較することによって達成される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記非印刷可能特徴は副解像度補助特徴（ＳＲＡＦ）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スポット像に基づき、そして幾何学的特徴を、縁、角、および線端から成る群から
選択される１つ以上の幾何学的特徴形式に分類するために、幾何学的地図を構築すること
をさらに含み、前記１つ以上の試験像の前記分析は前記幾何学的地図にさらに基づく、請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　リソグラフィ上顕著な欠陥を識別するためにマスクを検査するための検査システムであ
って、以下の動作：
　複数の印刷可能特徴および複数の非印刷可能特徴を含むマスクであって、リソグラフィ
システムを使用して前記印刷可能特徴の基板上へのリソグラフィ転写を達成するように構
成される、マスクを提供することと、
　前記マスクの透過像および反射像を生成することと、
　前記検査システムによって導入される雑音を低減するために、前記透過および反射像に
基づいて帯域限定スポット像を構築することと、
　前記帯域限定スポット像に基づき、前記非印刷可能特徴のための非印刷可能特徴地図お
よび前記印刷可能特徴のための印刷可能特徴地図を生成することと、
　そのようなマスク上の欠陥を検出するために前記マスクの１つ以上の試験像を分析する
ことであって、欠陥検出の感度レベルが、前記非印刷可能特徴地図によって定義されない
前記１つ以上の試験像の区域と比較して、前記非印刷可能特徴地図によって定義される前
記１つ以上の試験像の区域において低減される、分析することと、を実施するように構成
される少なくとも１つのメモリおよび少なくとも１つのプロセッサを備える、検査システ
ム。
【請求項１２】
　マスク像に細線化プロセスを実施して骨格像を生成することと、
　線幅をどこで測定するかを判定するために前記骨格像を使用して、前記マスク像内のそ
のような線幅を測定することと、をさらに含み、
　前記測定された線幅を使用して、それぞれ指定されたしきい値未満またはそれと等しい
またはそれより上である測定された線幅間を区別することによって、前記非印刷可能およ
び印刷可能特徴地図を生成する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　選択された係数で前記反射および透過像を線形方程式に結合して高周波期間を互いに取
り消し合うようにすることによって、前記帯域限定スポット像を構築することが達成され
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る、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１４】
　校正データを使用して前記スポット像を処理して、前記スポット像から光学的収差をさ
らに除去することをさらに含む、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　事前定義しきい値より低い測定された線幅を有する各特徴は、そのような特徴が、前記
事前定義しきい値以上の測定された線幅を有する別の特徴に対する事前定義距離以内であ
る場合のみ、前記非印刷可能特徴地図内に含まれる、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記スポット像をマスク像に復元することにより、ぼけ除去された前記マスク像および
前記マスクのより本当の像を得る、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１７】
　１つ以上の試験像を分析することは、前記１つ以上の試験像を、前記マスクを製造する
ための設計データベースから得られた参照像と比較することにより達成される、請求項１
１に記載のシステム。
【請求項１８】
　１つ以上の試験像を分析することは、前記１つ以上の試験像を、参照ダイから得られた
参照像と比較することにより達成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記非印刷可能特徴は、副解像度補助特徴（ＳＲＡＦ）を含む、請求項１１に記載のシ
ステム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのメモリおよび少なくとも１つのプロセッサは、前記スポット像に
基づいて幾何学地図を構築し、幾何学特徴を、縁、角、線端から選択された１つ以上の幾
何学的特徴タイプに分類するように構成され、１つ以上の試験像を分析することは、前記
幾何学地図に基づくものである、請求項１１に記載のシステム。
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